
薫
風
の
候

宮
崎
県
防
衛
協
会
青
年
部
会

宮
崎
支
部
会
員
諸
兄
に
於
か
れ

ま
し
て
は
、
益
々
ご
清
福
の
段
、
大
慶
至
極
に
存
じ
上
げ
ま
す
。

皆
様
に
は
日
頃
よ
り
当
支
部
運
営
に
際
し
ま
し
て
特
段
の
ご
高
配
を
賜
り
、

深
甚
な
る
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
倍
旧
の
ご
支
援
を
伏
し
て
お
願
い
申
し

上
げ
る
次
第
で
す
。

先
月
の
自
衛
隊
行
事
は
四
日
に
新
田
原
基
地
観
桜
会
、
同
七
日
は
第
六
十
期

高
等
工
科
学
校
生
徒
入
校
式
参
列
の
為
、
桜
花
満
開
の
横
須
賀
武
山
駐
屯
地
へ

行
っ
て
来
ま
し
た
。

さ
て
今
月
は
、
先
月
入
場
券
を
送
付
し
た
三
日
の
憲
法
記
念
日
に
開
催
す
る
、

日
本
会
議
宮
崎
県
央
支
部
主
催
の
「
憲
法
を
考
え
る
講
演
会
」
の
主
催
者
挨
拶

を
左
記
に
全
文
掲
載
致
し
ま
す
の
で
、
何
卒
ご
一
読
賜
れ
ば
幸
い
で
す
。

記

皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。
只
今
司
会
者
よ
り
ご
紹
介
を
頂
き
ま
し
た
日
本
会
議

宮
崎
県
央
支
部
長
の
小
倉
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
は
Ｇ
Ｗ
真
っ
最
中
の
憲
法
記
念
日
に
、
こ
の
憲
法
を
考
え
る
講
演
会
へ
、

多
数
ご
参
集
を
賜
り
、
主
催
者
を
代
表
し
て
御
礼
と
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
我
々
日
本
会
議
は
「
誇
り
あ
る
国
づ
く
り
」
を
目
指
し
、
多
様
な
国
民

運
動
を
積
極
的
に
展
開
中
の
、
誠
に
真
面
目
な
団
体
で
あ
り
ま
す
。

中
で
も
目
下
最
大
の
悲
願
は
「
憲
法
改
正
」
で
あ
り
、
第
二
次
安
部
政
権
の

残
任
期
三
年
弱
の
今
の
時
期
を
逸
し
て
は
、
達
成
で
き
ぬ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

今
年
二
月
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
安
部
首
相
は
、
憲
法
改
正
の
必
要
性
を

以
下
の
三
点
に
絞
り
込
ん
で
、
丁
寧
に
説
明
を
さ
れ
ま
し
た
。

一
つ
目
は
、
現
行
憲
法
の
原
案
は
事
実
上
占
領
軍
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

基
本
的
に
占
領
軍
の
強
い
影
響
下
で
制
定
さ
れ
た
と
云
う
歴
史
的
経
過
で
す
。

二
つ
目
は
、
昭
和
二
十
二
年
の
憲
法
制
定
か
ら
六
十
七
年
経
過
し
、
も
は
や

時
代
に
合
わ
ぬ
条
文
や
、
新
た
に
盛
り
込
む
べ
き
権
利
等
も
出
て
来
て
い
ま
す
。

三
つ
目
は
、
我
が
国
の
憲
法
を
国
民
自
ら
が
制
定
し
て
行
こ
う
と
す
る
精
神

こ
そ
、
こ
の
国
の
未
来
を
切
り
開
い
て
行
く
に
違
い
な
い
と
の
確
信
で
す
。

そ
し
て
日
本
会
議
で
は
「
憲
法
前
文
の
改
正
」
、
「
天
皇
を
元
首
と
明
記
」
、

「
九
条
二
項
の
改
正
」
、
「
環
境
保
全
に
関
す
る
規
定
の
新
設
」
、
「
緊
急
事
態

に
対
処
す
る
規
定
の
新
設
」
、
「
国
会
の
憲
法
改
正
に
よ
る
発
議
要
件
を
緩
和

す
る
た
め
の
九
十
六
条
の
改
正
」
の
以
上
七
点
を
論
点
と
し
て
掲
げ
ま
し
た
。

何
れ
も
重
要
な
論
点
で
す
が
、
分
け
て
も
最
も
賛
否
が
対
立
し
て
い
る
の
は
、

九
条
二
項
の
改
正
で
あ
り
、
「
九
条
の
会
」
等
を
始
め
と
す
る
所
謂
護
憲
派
が

激
し
い
反
対
運
動
を
展
開
し
て
お
り
、
全
く
予
断
を
許
し
ま
せ
ん
。

問
題
の
九
条
二
項
は
、
今
や
我
が
国
の
存
立
に
と
っ
て
重
大
な
障
害
で
あ
り
、

以
下
の
二
つ
の
理
由
で
改
正
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
点
目
は
、
九
条
が
謳
う
「
戦
力
の
不
保
持
」
と
「
自
衛
隊
」
の
矛
盾
点
を
、



こ
れ
ま
で
の
政
府
は
牽
強
付
会
的
な
憲
法
解
釈
で
整
合
さ
せ
て
来
ま
し
た
が
、

今
や
そ
う
し
た
小
手
先
の
弥
縫
策
は
既
に
限
界
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

「
正
当
防
衛
」
や
「
緊
急
避
難
」
等
で
し
か
武
力
の
行
使
が
認
め
ら
れ
な
い

現
在
の
自
衛
隊
で
、
本
当
に
日
本
の
安
全
は
守
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

二
点
目
は
、
「
権
利
は
あ
る
が
行
使
は
出
来
な
い
」
と
云
う
、
集
団
的
自
衛

権
な
ど
の
珍
解
釈
も
全
て
九
条
二
項
の
軛
で
あ
り
、
我
が
国
の
領
土
と
主
権
を

守
り
、
国
際
社
会
の
信
頼
を
失
わ
ぬ
為
に
も
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
九
条
二
項
を

削
除
し
、
軍
隊
の
保
有
を
堂
々
と
憲
法
に
明
記
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

そ
こ
で
日
本
会
議
で
は
、
国
民
投
票
法
改
正
案
の
成
立
及
び
、
超
党
派
憲
法

改
正
賛
同
議
員
署
名
運
動
を
国
会
内
に
於
い
て
、
ま
た
国
会
に
憲
法
改
正
の
国

民
投
票
実
現
を
求
め
る
地
方
議
会
議
決
運
動
を
、
四
十
七
都
道
府
県
地
方
議
会

に
働
き
か
け
、
更
に
衆
議
院
三
百
選
挙
区
全
て
に
日
本
会
議
支
部
を
設
立
し
、

「
憲
法
改
正
推
進
本
部
」
を
設
置
す
る
組
織
拡
大
方
針
を
決
定
致
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
こ
の
三
項
目
の
実
現
を
担
保
す
る
た
め
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
も
、
昨
年

十
一
月
十
三
日
の
全
国
代
表
者
大
会
の
中
で
承
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

ま
ず
そ
れ
に
因
る
と
、
現
在
開
催
中
の
通
常
国
会
期
間
内
に
於
い
て
「
国
民

投
票
法
改
正
案
」
を
成
立
さ
せ
ま
す
。

そ
し
て
来
年
の
通
常
、
及
び
臨
時
国
会
に
於
い
て
憲
法
改
正
原
案
を
提
出
・

審
議
後
、
平
成
二
十
八
年
の
夏
に
予
定
さ
れ
て
い
る
「
衆
参
議
員
Ｗ
選
挙
」
に

合
わ
せ
国
民
投
票
も
実
施
し
て
一
気
呵
成
に
１
／
２
を
確
保
の
上
、
日
本
国
民

悲
願
の
憲
法
改
正
を
実
現
す
る
と
云
う
も
の
で
す
。

我
々
に
残
さ
れ
た
時
間
は
二
年
余
り
で
、
本
日
の
河
添
恵
子
講
師
の
講
話
を

聞
か
れ
た
皆
様
に
も
何
卒
お
力
添
え
を
賜
り
、
全
国
民
の
憲
法
改
正
へ
の
機
運

を
高
め
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

本
日
の
ご
来
場
に
重
ね
て
の
御
礼
を
申
し
上
げ
、
主
催
者
代
表
の
ご
挨
拶
と

致
し
ま
す
。

平
成

二
十

六
年

五
月

三
日

日
本

会
議

宮
崎

県
央

支
部

支
部

長
小

倉
和

彦

以
上
の
よ
う
な
ご
挨
拶
を
す
る
為
に
、
五
月
三
日
の
十
四
時
か
ら
宮
崎
市
民

文
化
ホ
ー
ル
の
壇
上
に
立
ち
ま
す
の
で
、
お
時
間
の
あ
る
方
は
是
非
入
場
券
を

ご
持
参
の
上
、
会
場
ま
で
お
運
び
頂
き
「
河
添
恵
子
講
師
」
の
講
話
に
耳
を
お

傾
け
賜
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
年
間
を
通
し
て
最
も
良
い
季
節
を
迎
え
ま
す
が
、
何
と
ぞ
呉
々
も

ご
自
愛
専
一
に
お
過
ご
し
下
さ
い
。

平
成
二
十
六
年
五
月
一
日

宮
崎
県
防
衛
協
会

青
年
部
会

宮
崎
支
部支

部
長

小
倉

和
彦




